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弁護士の無料相談がうけられます
お気軽にご相談下さい

いわき市議会２月定例会
（２月 22 日～３月 14 日）

●1952年北茨城市磯原町木皿の狩野菓子店（現：狩野食堂）に生まれる
●�磯原高校・立正大学文学部・福島大学経済学部・福島大学行政社会学部卒業
福島大学大学院経済学研究科修士課程修了

●国鉄労働組合水戸地本福島支部から全建総連福島に勤務後いわき市議
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介護保険料
引上げ等で反対討論

いわきの里鬼ヶ城
ドッグラン新設で質疑

小規模事業者に仕事の確保を
　私は「いわき市中小企業・小規模企業振興条例」に基づき、小規模企業（事業者）
の育成について質問をしました。

1　小規模事業者へ発注の拡大を (小規模修繕契約希望者登録制度 )
　�　市が発注する50万円以下の修繕は小規模事業者に優先的に発注することに
なっています。しかし、平成28年度の受注実績を問うと、１社が264件受注し
た一方、受注件数なしが34社と偏りがあり、私は、その是正と小規模事業者へ
の発注件数を増やすことを求めました。市は「受注機会の公平性を求め受注の偏
りの改善を図るとともに小規模修繕業者への発注の拡大に努める」と答弁。
　●小規模事業者の登録を⇒市の50万円以下の修繕を登録業者に発注。
　　【登録先】契約課　☎22-7419

２　リフォーム助成制度の拡充を
　�　市の「個人住宅優良ストック形成支援事業」は、バリアフリー等の増改築を
行う工事に対して工事費の10％かつ上限15万円の補助を行っています。
　�　私は、予算の増額等を求めました。市は「直近２年間の予算の執行率がほぼ
100％となっており、今後の申請状況を注視する考え」と答弁。

３　公契約条例の制定を
　�　私は、「公契約条例は、建設工事等を受注した労働者の賃金確保をはかるもの
であり、郡山市は昨年4月から施行。いわき市も公契約条例の制定を」と質問。
市は「国や他の自治体の動向も含め情報収集に努める」と答弁。

４　いわき市の各種助成制度の活用を
　①　�個人住宅優良ストック形成支援事業⇒　バリアフリー等の増改築を行う工

事に対して工事費の10％かつ上限15万円を補助。
　　　【問合せ先】住まい政策課　☎22-1178
　②　�住宅リフォーム給付事業⇒　60歳以上の寝たきり等の方、1・2級の身体

障がい者手帳や療育手帳Aを持っている方が、事前に市のリフォームヘル
パーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた工事を行った場合、
上限100万円を限度に支給。

　　　●寝たきり等者【問合せ先】長寿介護課　☎22-7453
　　　●障がい者等　�【問合せ先】障がい福祉　☎22-7486
　③　�住宅改修者へ支給（介護保険）⇒　在宅で生活する要介護・要支援の認定

を受けている被保険者が住宅改修を行う場合、工事費用の上限20万円の
８割又は９割を被保険者に給付。

　　　【問合せ先】長寿介護課　☎22-1193

　２月定例会提出議案のうち、

介護保険の年額保険料が４月

から、所得段階が最も低い方

が1,500円～最も高い方が

6,700円の引上げ、また、フッ

化物洗口事業・マイナンバー

関連事業費の一般会計予算等

に対して、市民生活を守り福

祉・教育などに税金を使用す

べきと要望し、創世会を代表

して反対討論を行いました。

　いわきの里鬼ヶ城は、犬
同伴でも利用できる施設と
して、ドッグランの新設とコ
テージやバンガローも犬同
伴で宿泊することが可能とな
りました。
　新たなサービスの開始で
利用客の増加が期待される
ところです。

【問合せ先】

いわきの里鬼ヶ城
☎0246-84-2288
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　　　　　　　　　　　　　　地方議員の任務の一つとして「議会でのチェック機能」があります。
　　　　　　　　　　　　　　３月定例会で私は、市営住宅修繕において質問をし、なんと受注件数の17％にも当た
る 264 件を１社が請け負っていたことが分かり驚きました。市は受注の偏りを是正していくと答弁しました。また、
マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行件数は約２千件、これにかかる市の財政支出は約２千５百万円、
単価に換算すると１件 12,500 円となっています。これも私の質疑で明らかとなりました。この支払を、医療や福祉、
教育等へ充当することを多くの市民が望んでいると、反対討論で訴え、再度、議員の責務について心新たにしました。

安心・安全と文化を育むまちづくり等質問・質疑　２月定例会  一般質問

１.原発の早期廃炉に向けて
　問 �　福島第一原発で働く労働者の割増賃金が４月から引き下

げられます。割増賃金引き下げは原発労働者の安定確保に
支障をきたし、廃炉の実現が懸念されます。東京電力に対
し、賃金を引き下げないよう市から要請すべきでは。

　答　今後も、国や東電に対し、適切な対応を求める考えです。

　問 �　原発事故の営業損害は、平成 22年の売上と平成 23
年の売上を比較して、平成 23年の売上が減少した場合、
賠償されます。平成 29 年度市内の請求は 3,647 件あ
ります。まだ、請求していない零細事業者がいます。市
の支援が必要では。

　答 �　市のホームページや広報いわきにおいてPRしており、
今後も、適宜適切な周知 PRに努めます。

２.誰もがくつろぐ、居場所としての図書館
　問 �　川崎市立宮前図書館をはじめ、全国の図書館では認知

症の高齢者が快適にすごせる「居場所」にしようとする
取り組みが広がっています。いわき市立図書館の医療・
健康等の情報の充実にむけた取り組みは。

　答 �　「健康・医療図書コーナー」を新たに設置し、認知症
の方の介護や支援する際の有用な情報の提供を、十分に
行うよう取り組みます。

　問 �　いわき市国際交流協会が「多文化共生社会」の実現に
むけ、さまざまな事業を行っていますが、同協会と連携
を強め、多文化図書の充実や交流の拠点となる場の提供
など、多文化サービスの充実にむけた取り組みは。

　答 �　国際交流協会等と緊密に連携し、情報の提供や読書活
動支援の取り組みを進めます。

　問 �　いわき総合図書館の４階にある子どもの図書コーナー
において、お母さんなどの保護者と就学前の子どもが、

いつでも気軽に立ち寄り、時間を過ごすことができる対
応が必要となっていますが、市の所見は。

　答 �　一般利用者への配慮を喚起しながら、誰もが気軽に立
ち寄り、くつろいで過ごすことができる、居場所として
の図書館にむけ、さらなる環境整備に努めます。

　問 �　長野県小布施町では「まちじゅう図書館」と名付け、
本をきっかけに人と人との交流が生まれることを目的
に、個人宅や店舗の一角に本棚を設置し来訪者が自由に
本を楽しめる取組みをしています。市も、地域における
私設図書館づくりに向けた提案が必要と考えますが、市
の所見は。

　答 �　月に200冊借りることができる団体向け貸出や、リサ
イクル図書を活用していただくことなど、その取組みに
について支援を行うことは可能であると考えます。

３.生活困窮者等の共同住宅等への防火対策の強化を
　問 �　札幌市内の生活保護を受給する高齢者などが住む下宿

が全焼し、11人が死亡しました。市内には同様の下宿等
が４棟ありましたが、消防本部の防火対策の指導は。

　答 �　建物の管理者に対し、改善指導を行い、入居者等に対
しては出火防止対策として啓発チラシを活用し、注意喚
起をうながした所です。

４.市職員のメンタルヘルス対策の強化を
　問 �　市職員の平成29年度ストレスチェックにおける高ス

トレス者は546人。精神疾患により病気休暇・休職者の
職員数は44人と深刻な状況となっています。改善にむ
け管理者・職員等の研修の取り組みは。

　答 �　管理監督者に対しては、部下職員のストレス反応に気
づき、その対応方法等についての実践的な研修を実施。
一般職員に対しては、本人または同僚のメンタル不調の
早期発見や対応方法等に関する研修を実施します。

こ の 間 の 主 な 取 り 組 み

「砂」サミット　（２月12日）
　県内において「砂」をもとに活動
している団体が一堂に会して、サ
ミットを開催しました。「いわき鳴き
砂を守る会」のスタッフとして運営
に当たりました。砂で遊ぶ子ども
が増えてほしいものです。

いわき地区障がい者就労セミナー
（２月17日）
　身体障がい者にとどまらず、発
達障がい者や精神障がい者の就労
が広がっています。誰もが安心し
て働き、生活できるいわき市をめ
ざし、活動を続けます。

フクシマ原発労働者相談センター総会
（２月25日）
　原発労働者等から賃金の不払い
や労災事故等の相談が75件を超
えました。これからも、代表とし
て、原発労働者等の労働条件向上
にむけ活動を強めます。

憲法９条改悪反対・福島第二原発
即時廃炉署名行動（３月３日）
　毎月1回、街頭から訴えていま
す。市民の関心は高く、平和を守
り、原発即時廃炉の訴えを続けて
いきます。
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